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1.舗装の現状 

 

1.1 背景と目的 

舗装は、道路を安全、円滑かつ快適に走行するために敷設されているものであり、道路

施設の中では最も身近で利用されている施設のひとつである。 

また、舗装は、他の道路施設とは異なり、供用後に車両の走行に伴う交通荷重を直接か

つ繰り返し受けることにより損傷が進行するため、その性能と管理上の目標値を定め、修

繕や補修等の管理を計画的、かつ、継続的に実施する必要がある。 

このため、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、中長期にわたる道路の安全性

と快適性を確保することを目的に「山梨県道路舗装維持管理計画」を策定する。 

 

1.2 管理道路の舗装の現状 

山梨県では、一般国道、主要地方道、県道を合わせて181 路線、約 1,840 km の道路を管

理している。このうち、山梨県道路公社が管理している有料道路を除いた舗装済延長の約

1,750 km が本計画の適用延長となる。 

 

表 1-1 道路種別延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （出典：道路現況表（令和5年 3月 31 日現在）） 

 

  
図 1-1 道路種別割合（実延長） 

343.81 km

(19%)

650.94 km

(35%)

846.25 km

(46%)

道路種別割合

（実延長）

一般国道

主要地方道

一般県道

実延長

1,841.00km
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1.3 舗装修繕予算 

舗装修繕予算を含む本県の道路維持補修に関する予算については、多少の上下はあるも

のの上昇の傾向を示している。 

しかし、今後、老朽化により補修を必要とする道路施設が増加していくことから、限ら

れた予算の中で最大限の効果を発揮する維持管理を行う必要がある。 

 

 
図 1-2 道路維持補修に関する予算の変遷 
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管理手法

考え方

　

　

　 目標管理水準

　

目標管理水準 　

経過年数（年） 　 経過年数（年）

予防保全型による管理方法への移行

健
全
性
・
劣
化
度

健
全
性
・
劣
化
度

事後保全型管理 予防保全型管理

　　健全性の維持

舗装の劣化状態を把握し、最適なタイミングで補修や修繕等を実施

イ
メ
ー

ジ

定期的な点検

長寿命化

小規模補修

更新

《事後保全型管理の例》 《予防保全型管理の例》

切削オーバーレイ等

舗装下部までが
修繕対象

舗装下部は修繕
対象外

上層路盤

表層

基層

上層路盤

下層路盤

表層

基層

下層路盤

修繕費 ⇒高い

工事期間⇒長い

修繕費 ⇒安い

工事期間⇒短い

2.舗装の維持管理の基本的な考え方 

2.1 舗装管理の基本方針 

一般的に舗装の耐久性は、大型車交通の影響が支配的と言われており、大型車交通量の

多い路線ほど劣化の進行が早くなる。また、大型車交通量の多い路線は、アスファルト層

が２層構造であることが多く、損傷が大きくなると舗装下部までが修繕対象となり、工事

の規模や費用が増大する。 
これまでの舗装の修繕は、交通量に関わらず、損傷が進行して寿命を迎えた段階で舗装

下部までを更新する「事後保全型管理」を行ってきたが、劣化の進行が早い路線について

は、安全上の問題に加え、工事期間の長期化に伴う沿道住民の生活や交通規制による道路

利用者への影響などが懸念される。 
このため、大型車の通行が多く損傷の進行が早い路線については、定期的な路面性状調

査により損傷状態を監視し、舗装下部まで損傷が進む前に表層の補修、修繕を行って長寿

命化を図る「予防保全型管理」を導入する。 
一方、大型車の通行が少なく損傷の進行が遅い路線については、これまでの管理と同様

に日常のパトロールにより損傷が発見された段階で修繕する「事後保全型管理」を継続し

て実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 事後保全型管理と予防保全型管理の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 予防保全の概念 
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建設 打換え打換え

シ－ル シ－ル

打換え建設

シ－ル シ－ル切削OL 切削OL

打換え打換え打換え

切削OL 切削OL

供用年数

舗
装
の
性
能

管理基準(Ⅱ)

管理基準(Ⅲ-1)

管理基準(Ⅲ-2)

修
繕
費
用

予防保全型

事後保全型

供用年数

予防保全型

事後保全型

 

【 予防保全型管理の留意点 】 

 

（1）メンテナンスサイクルの構築 

【点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒（次の点検）】のメンテナンスサイクルを確立し、舗装

の維持管理を効果的かつ効率的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

（2）適切な補修工法の選定 

路面性状や道路環境（地域特性、道路種別、大型車交通量等）を踏まえ、損傷の程度

に応じた適切な診断により、効果的かつ効率的な補修工法の選定を行う。 

 

（3）計画的な工事の実施 

舗装の劣化を考慮した補修計画を策定し、その計画に基づき工事を実施することで、

舗装の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコスト縮減、予算の平準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 ライフサイクルコスト縮減のイメージ 

 

  

  

道路舗装維持管理計画 
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2.2 管理区間の分類（グループ分け） 

 

 本県では、国から示された舗装点検要領（H28.10 国土交通省道路局）を参考に、大型

車交通量から、管理区間を以下のとおり分類する。 

 

・分類Ｂ及びＣの区間：損傷の進行が早い道路の区間（大型車交通量が多い区間） 

・分類Ｄの区間：損傷の進行が遅い道路の区間（大型車交通量が少ない区間） 

 

図 2-5 道路の区間分類のイメージ 

 

 

表 2-1 交通量区分 

 

（舗装設計施工指針（H18.2(社)日本道路協会）、p.29 に加筆） 

 

  

道路の種類

（イメージ）

大型車
交通量

1,000台以上
3,000台未満

の区間

250台以上
1,000台未満

の区間

250台未満の
区間

特性 分類

Ｂ

Ｃ

Ｄ
　損傷の進行が遅い道路の区間

　（大型車交通量が少ない区間）

　損傷の進行が早い道路の区間
　（大型車交通量が多い区間）

国
道
・
主
要
地
方
道

一
般
県
道

管理区間の
分類

大型車交通量
（単位：台／日・方向）

アスファルト舗装
の構成例

A 3,000以上

B 1,000以上 3,000未満

C 　250以上 1,000未満

　100以上 　250未満

　 40以上 　100未満

　 15以上 　 40未満

　　　　　　 15未満

　Ａs層２層
（表層、基層）

　Ａs層１層
　 （表層）

D

表層
（アスファルト舗装）

基層
（アスファルト舗装）

路盤
（砕石）

表層
（アスファルト舗装）

路盤
（砕石）
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管理区間の分類による路線数と区間延長は、次のとおりである。 

 

 表 2-2 管理区間の分類（グループ分け） 

 

 

 

2.3 分類別管理手法 

 舗装管理の基本方針に基づき、分類Ｂ及びＣの区間においては「予防保全型管理」を適

用する。また、分類Ｄの区間においては「事後保全型管理」を継続して実施する。 

 

表 2-3 分類別管理手法 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 点検方法・点検頻度 

 分類Ｂ及びＣの区間の点検方法は、機器を用いた点検とし、5 年に 1 度の頻度で行うも

のとする。点検手法は、計測車両によるクラス3の IRI 値と推定ひび割れ率を測定する。 

 分類Ｄの区間は、日常の道路パトロール等で路面状況を確認するものとする。 

 

表 2-4 分類ごとの点検方法及び点検頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 路線数 区間延長（km）

分類Ｂの区間 12 62.7

分類Ｃの区間 66 493.3

分類Ｄの区間 151 1,192.2

合計 181 1,748.3

※路線数の合計は重複している区間を含まない。

分類 点検方法 点検頻度

 分類Ｂ及びＣの区間  機器を用いた点検  5年に1度

 分類Ｄの区間  目視による点検  日常の道路パトロール等

分類 管理手法

 分類Ｄの区間  事後保全型管理

 予防保全型管理 分類Ｂ及びＣの区間

※路線数の合計は重複している区間を含まない。 

※令和３年度道路交通センサス（推計値を含む）から算出。 
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2.5 診断区分・管理基準 

 

 分類Ｂ及びＣの区間については、計画的に維持管理を実施するため、健全性の診断区分

と管理基準を設定する。 

 

国から示された舗装点検要領では、点検で得られた情報により適切に診断を行うものと

し、舗装の健全性を次の4区分に分類している。 

・区分Ⅰ（健全）、区分Ⅱ（表層機能保持段階）、区分Ⅲ（修繕段階）に分類 

・区分Ⅲは、さらにⅢ-1（表層等修繕）とⅢ-2（舗装打換え等）に分類 

  

本県においても、点検結果の診断を行い、次の4区分に分類する。 

 

表 2-5 健全性の診断区分 

 

 

 区間ごとの管理基準は、「道路維持修繕要綱（公益社団法人 日本道路協会）」及び「舗装

の維持修繕ガイドブック2013（公益社団法人 日本道路協会）」、「舗装点検要領（平成28年

10 月 国土交通省道路局）」を参考にして次のように設定する。 

 

表 2-6 分類Ｂ区間の管理基準 

 
 

表 2-7 分類Ｃ区間の管理基準 

 

 

※区分ⅢについてはFWDや CBR 試験等による詳細調査を行い、Ⅲ-1、Ⅲ-2の判定を行うことを基

本とする。 

 

分類Ｄの区間については、住民からの通報や日常の道路パトロール等により損傷の状況

を把握し、自動車の通行に支障が及ばないよう管理する。  

状態

Ⅰ 損傷レベル小：補修なし

Ⅱ 損傷レベル中：表層補修

Ⅲ 損傷レベル大：

Ⅲ-1 表層等修繕

Ⅲ-2 舗装打換え等

健全

表層機能保持段階

修繕段階

区分

路面性状 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ

ひび割れ率 30%未満 30%以上、40%未満 40%以上

わだち掘れ量 20 mm未満 20 mm以上、40 mm未満 40 mm以上

IRI 3 mm/m未満 3 mm/m以上、8 mm/m未満 8 mm/m以上

路面性状 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ

ひび割れ率 40%未満 40%以上、50%未満 50%以上
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【 参考 】出典：道路維持修繕要綱（公益社団法人 日本道路協会） 

 

表 2-8 維持修繕要否判断の目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 参考 】出典：舗装の維持修繕ガイドブック2013（公益社団法人 日本道路協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 路面性状と IRI の関係 
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【 参考 】IRI（国際ラフネス指数） 

 

IRI は International Roughness Index の略で国際ラフネス指数のことである。世界銀行が発

展途上国に融資額を決める場合、舗装の状況を把握する方法として1982 年の国際的なラフネス

測定結果に基づいて提案しているもので、路面の凹凸に起因する車両の上下方向の運動をモデル

化して求めるものである。 

山梨県ではクラス3の方法によって計測を行い、IRI（mm/m）のデータを取得している。 

クラス3は、レスポンス型の路面凹凸測定システムで任意尺度の 

路面凹凸指数を測定し、IRI が既知の路面で比較して相関式により 

IRI に変換して求める方法である。 

この方法による実際の計測・算定では、水準測量やプロフィル 

メーター によってIRI を求めた路面上を車両の制振装置の上下 

などに加速度計を設置した車両を走行させ、得られた振動加速度 

を教師データとして実際に走行する路面のIRI を推計する。 

この方法は、通常の車両を計測車両として用いることが出来、計 

測速度が数10km と速いので、安価に実務的な舗装の評価指標を得る 

ことができる。 

 

Ms

Mu

KsCs

Kt

 
LdtZuZsIRI /)(

..

 



山梨県道路舗装維持管理計画 
 

10 
 

2.6 補修工法の選定 

 管理基準で設定した診断区分の代表的な舗装の補修工法は、次の通りとする。 

なお、本補修工法の選定は、あくまで目安であり、現場状況や既設の舗装構成、損傷の

状態を総合的に見て補修工法を選定するものとする。 

 

 

【 分類ＢまたはＣの区間 】 

（1）診断区分Ⅰ（健全）：損傷レベル小 

表層が健全な状態であり、基本的に補修を必要としない。 

 

（2）診断区分Ⅱ（表層機能保持段階）：損傷レベル中 

表層に一定の損傷がみられる状態において、雨水の浸入等による路盤の損傷を抑え 

る目的でシール材注入等の補修を行う。 

 

（3）診断区分Ⅲ（補修～修繕段階）：損傷レベル大 

表層の損傷が大きく修繕が必要な状態である。 

・診断区分Ⅲ-1は、表層の損傷は大であるが、路盤以下の層は健全とみなせる状態 

 であり、予防保全の観点から切削オーバーレイ等の補修を実施する。 

・診断区分Ⅲ-2は、表層の損傷が大であることに加え、損傷が路盤にまで及んでい 

 ると想定される状態であり、舗装打換え等を実施する。 

 

表 2-8 診断区分と補修工法 

 

 

 

 

 

 

 

【 分類Ｄの区間 】 

（1）補修工法は舗装打換えを基本する。 

 

（2）多くの観光客が利用する道路や、交通が集中する市街地の道路などについては、走行 

の快適性や沿道の環境保全等の観点から、分類Ｃの区間の管理基準相当の損傷が確認さ

れた場合、シール材注入や切削オーバーレイ等の補修を必要に応じて実施する。 

  

区分 代表的な補修工法

 Ⅱ  シール材注入

 Ⅲ－1  切削オーバーレイ

 Ⅲ－2  舗装打換え
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2.7 使用目標年数（分類Ｂ、Ｃの区間） 

 本県における使用目標年数は、分類Ｂの区間で22年、Ｃの区間で 30年を目安とする。 

 分類Ｂの区間及びＣの区間の使用目標年数は、当面、国から示された舗装点検要領のひ

び割れ率に関する標準的な劣化曲線（交通量別）を参考にして作成した劣化曲線を用いる

ものとするが、定期的に実施する点検の結果を踏まえて、適宜、見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 ひび割れ率に関する標準的な劣化曲線（交通量別） 

 

 上記、国土交通省データを参考に、ひび割れ率の劣化曲線を作成した。 

・分類Ｂの区間：大型車交通量が 1,000 台・方向以上 

・分類Ｃの区間：大型車交通量が  250 台・方向以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 分類Ｂの区間とＣの区間におけるひび割れ率の劣化曲線 
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3.修繕計画 

 

3.1 診断結果 

本県では、舗装の現状を把握するため、令和 6 年度に機器を用いた路面性状調査を実施

した。 

 この調査結果から評価した診断区分延長の集計は、以下の表のとおりである。 

（点検は、令和 3 年度道路交通センサスから算出した舗装計画交通量が N5 以上の区間を

含む路線で調査及び解析を行ったものであるため、管理対象の路線数と一致しない。） 

 

表 3-1 診断区分延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 R6 診断結果（Ｂ、Ｃ区間） 

 

 

この診断結果によると、補修または修繕を必要とする段階の区間が約13パーセント存

在している。 

 なお、診断区分延長の内訳は、別紙に示す。 

  

70.1km

13%

51.1km

9%

434.8km

78%

R6 診断結果

（556.0 km）

区分Ⅲ

区分Ⅱ

区分Ⅰ

B,C区間延長

556.0 km

※路線数の合計は重複している区間を含まない。 

※令和３年度道路交通センサス（推計値を含む）から算出。 
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3.2 計画期間 

本舗装維持管理計画の計画期間は 10年とする。 

 

対策を優先して行う区間は、以下の通りとする。 

（1）舗装の打換えが必要な修繕対象の区間 

路面性状調査および詳細調査で、区分Ⅲ-2 と診断された箇所については、令和 16

年までの 10年間に優先して対策を実施する。 

（2）予防保全の観点から実施する表層の補修及び修繕対象の区間 

区分Ⅲ-1の中で区分Ⅲ-2へ移行する箇所及び区分Ⅱから区分Ⅲ-1へ移行する箇所

においても対策を実施する。 

 

なお、分類Ｂ及びＣの区間の点検頻度は 5 年としているため、5 年後の点検結果と診断

結果を反映させて、劣化曲線の見直しを行うなど、実態に見合う舗装の維持管理計画に更

新するものとする。 

 

 

 

図 3-2 本計画期間のイメージ 

 

 

（初年度） （5年目） （10年目） （11年目） （将来像）

令和7年度 令和16年度 令和17年度 ～

7.3億円程度／年 次回点検結果より試算

本計画期間（10年間） 将来の継続計画

イ
メ
ー

ジ

定
期
点
検
（

計
画
の
見
直
し
）

Ⅱ
シール

Ⅲ-1
切削OL

Ⅲ-2
打替え
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3.3 長期予測の見通し 

予防保全型管理に移行した場合、従来の維持管理を続けた場合と比べると、今後60年間

で約 33％のコスト縮減効果が見込まれる。 

なお、計画事業費は、今後の点検結果や社会情勢等により変更となる可能性がある。 

 

 
図3-3 本計画によるコスト縮減効果（分類Ｂ、Ｃ区間を対象） 

 

舗装の維持管理としては、ひび割れ率が目標管理基準を超えた区間を迅速に全て修繕す

ることが望ましいが、修繕が必要な区間がある年に集中して発生した場合には、全ての箇

所を修繕することは予算上、困難となることが想定される。 

このような修繕の需要がピークに達した場合には、優先的に修繕すべき箇所を抽出する

とともに、予算の制約に配慮して、事業量を極力平準化した維持管理計画を立案し、財政

的な負担・偏りを低減させた運用を行う。
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【別紙】 

 

 

※令和３年度道路交通センサス（推計値を含む）から算出。

診断区分延長の内訳 




